
　※❷　Ａ会員時の診療行為に対する補償は対象外になります。

●所属施設について

　　　　所属施設が無い場合は、【自宅会員】として継続できます。

●国保について

　　　　医師国保組合の継続は、医師会員であることが条件になります。

●会費減免について

Ａ会員の会員区分変更について

　※❶　日本医師会医師賠償責任保険の廃業特則：
　　　　　　Ａ会員を辞めた後、Ｂ会員として医師会会員をご継続される場合、Ａ会員時の医療行為に
　　　　　　起因して、損害賠償の請求が１０年以内になされた場合に保険適用されます。

　　　　福岡県医師会の入会が２０年以上の場合、８０歳以上で県医・市医会費・九州医師会医学会費
　　　　が免除となり、さらに８３歳以上で日医会費が免除となります。

今後の診療について

継続しますか？

日本医師会

医師賠償責任保険

に加入しますか？

＜日本医師会会員種別＞

Ａ②(Ｂ)会員

＜日本医師会会員種別＞

Ｂ会員

Ａ会員時の診療行為
に対する補償※❶に

ついて必要ですか？

＜日本医師会会員種別＞

廃業Ｂ会員

＜日本医師会会員種別＞

廃業Ｂ会員

もしくは 退会

継続する 継続しない

加入する 必要ない必要加入しない※❷

会員情報システムMAMIS（マミス）における「日本医師会の会員種別」は
次のフローチャートをご参照のうえ、ご選択ください。
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